
○学校法人自治医科大学における競争的研究費等の不正使用防止に関する規程 

(平成 27 年規程第 48 号) 

改正 平成 30 年規程第 15 号 平成 31 年規程第 4 号 

令和元年規程第 22 号 令和 3 年規程第 46 号 

令和 6 年規程第 29 号 
 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この規程は、学校法人自治医科大学（以下「本学」という。）における競争的研究

費等の不正使用防止に関し必要な事項を定めることにより、競争的研究費等の適正な運営

及び管理を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 「競争的研究費等」とは、配分機関が広く研究開発課題を募り、提案された課題の中

から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて

実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金等をいう。 

(2) 「研究者等」とは、本学において競争的研究費等に関わる全ての研究者（研究活動に

従事する学生を含む。以下同じ。）、事務職員その他の者をいう。 

(3) 「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使

用又は競争的研究費等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反する使用をいう。 

(基本方針) 

第 3 条 本学の競争的研究費等の不正使用防止に関する基本方針は、次のとおりとする。 

(1) 不正使用防止対策に関する責任体系を明確化し、学内外に公表する。 

(2) 執行管理の事務処理に関する職務権限や会計ルールを明確化するとともに、不正使用

防止対策に関する関係者の意識向上を図り、抑止機能を備えた環境・体制の構築を図る。 

(3) 不正を誘発させる要因に対応した具体的な不正使用防止計画を策定し、実効性のある

対策を確実かつ継続的に実施する。 

(4) 適正な予算執行を行うことができるよう、実効性のあるチェックが効くシステムを構

築し、競争的研究費等の適正な運営及び管理を行う。 

(5) 競争的研究費等の使用ルール等が適切に情報共有され、理解される体制を構築する。 

(6) 競争的研究費等の不正使用が起きない、起こさない環境づくりを目指し、実効性のあ

るモニタリング体制を整備する。 

第 2 章 責任体系の明確化 

(最高管理責任者) 

第 4 条 本学に、競争的研究費等の運営及び管理について最終責任を負う者として最高管理

責任者を置き、学長をもって充てる。 

2 最高管理責任者は、次条に規定する統括管理責任者及び第 6 条に規定するコンプライアン

ス推進責任者が競争的研究費等の適切な運営及び管理を行うことができるよう、適切にリ

ーダーシップを発揮しなければならない。 

(統括管理責任者) 



第 5 条 本学の最高管理責任者を補佐し、競争的研究費等の運営及び管理について本学全体

を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、事務局長をもって

充てる。 

2 統括管理責任者は、不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、第 3

条の基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定及び実施し、次条に規定するコン

プライアンス推進責任者に対策の実施を指示するとともに、当該実施状況を確認し、定期

的に最高管理責任者へ報告しなければならない。 

3 統括管理責任者は、前項に定める対策の一環として、コンプライアンス教育及び啓発活動

の具体的な計画を策定及び実施し、コンプライアンス推進責任者に計画の実施を指示する

ものとする。 

(コンプライアンス推進責任者) 

第 6 条 競争的研究費等の運営及び管理に関わる各部署における実質的な責任と権限を持つ

者としてコンプライアンス推進責任者を置き、医学部（総合医学第 1 講座及び総合医学第 2

講座を除く。）、大学院医学研究科、教育研究施設（附属さいたま医療センターを除

く。）、看護学部、大学院看護学研究科、総務部及び大学事務部については総務部長を、

医学部（総合医学第 1 講座及び総合医学第 2 講座に限る。）及び附属さいたま医療センタ

ーについては、さいたま医療センター事務部長をもって充てる。 

2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、当該担当部署に係る次に定

める業務を行う。 

(1) 競争的研究費等の運営及び監督を行うこと。 

(2) 不正使用防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに、定期的に統括管理責任者

へ報告すること。 

(3) 不正使用の防止を図るため、研究者等に対してコンプライアンス教育を実施し、受講

状況を管理監督すること。 

(4) 不正使用の防止に関する啓発活動を定期的に実施すること。 

(5) 研究者等が適切に競争的研究費等の管理、執行等を行っているか等をモニタリングし、

必要に応じて改善を指導すること。 

(コンプライアンス推進副責任者) 

第 7 条 コンプライアンス推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者

（以下「副責任者」という。）を置き、医学部（総合医学第 1 講座及び総合医学第 2 講座

を除く。）、大学院医学研究科、教育研究施設（附属病院及び附属さいたま医療センター

を除く。）及び大学事務部（看護総務課及び看護学務課を除く。）については大学事務部

長を、看護学部、大学院看護学研究科及び大学事務部（看護総務課及び看護学務課に限

る。）については大学事務部副部長を、附属病院については病院事務部長をもって充てる。

また、医学部（総合医学第 1 講座及び総合医学第 2 講座に限る。）及び附属さいたま医療

センターについては、附属さいたま医療センターにおける競争的研究費等の運営及び管理

等に関わる部署の責任者等を充てる。 

2 前項に定めるもののほか、コンプライアンス推進責任者は、各部署における競争的研究費

等の運用実態等に応じ、副責任者を置くことができる。 



(職名の公開) 

第 8 条 最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び副責任者（以

下「各責任者」という。）を置いたとき又はこれを変更したときは、競争的研究費等の総

括的な事務を行う研究推進課がその職名を学内外に公表するものとする。 

第 3 章 研究者等の責務等及び意識向上 

(研究者等の責務等) 

第 9 条 研究者等は、競争的研究費等の不正使用をしてはならず、競争的研究費等の運営及

び管理に当たっては、関係法令、配分機関による交付等の際の条件、本学の諸規程その他

の規範を遵守し、高い倫理性を保持し、清廉性をもって行うよう努めなければならない。 

2 研究者等は、不正使用防止計画に従い不正使用防止に自ら取り組むとともに、研究者等相

互の理解と緊密な連携を図り、協力して競争的研究費等の不正使用の防止に努めなければ

ならない。 

3 研究者は、研究計画に基づき競争的研究費等の計画的かつ適正な使用に努めなければなら

ず、また、これに関わる事務職員等は、研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務

処理を行わなければならない。 

4 研究者等は、競争的研究費等の使用に当たり、取引業者等との関係において自らの職務権

限及び責任を理解し、疑惑や不信を招くことのないよう公正に行動しなければならない。 

5 研究者等は、コンプライアンス研修等に参加し、関係法令等の知識習得、事務処理手続き

及び使用ルール、それに伴う責任等の理解に努めるともに、第 1 項からこの項までに定め

る事項を誓約するため、誓約書（別記様式第 1）を最高管理責任者に提出しなければならな

い。 

6 研究者が競争的研究費等を申請するに当たっては、コンプライアンス教育の一環として行

われるｅ－ラーニング学習の修了証及び前項の誓約書の提出を要件とし、提出がない場合

には申請することができないものとする。 

7 研究者以外で競争的研究費等の運営及び管理に関わろうとする者は、第 5 項の誓約書の提

出を要件とし、提出がない場合には関わることができないものとする。 

8 研究者等は、第 7 章に規定する競争的研究費等の不正使用に係る調査に協力しなければな

らない。 

(研修会等) 

第 10 条 コンプライアンス推進責任者及び副責任者（以下「コンプライアンス推進責任者等

という。」)は、競争的研究費等の不正使用を防止するため、コンプライアンスに係る研修

会の開催及びその他の適切な方法により、研究者等の規範意識の向上を図るものとする。 

第 4 章 不正使用防止計画 

(不正使用防止計画推進担当者) 

第 11 条 本学全体の観点から競争的研究費等の不正使用の防止計画を推進するため、不正使

用防止計画推進を担当する者（以下「不正使用防止計画推進担当者」という。）を大学事

務部研究推進課に置く。 

(不正使用防止計画の策定等) 



第 12 条 不正使用防止計画推進担当者は、統括管理責任者の下で、本学全体を対象とした不

正使用防止計画を策定し、これに基づく業務の推進及び管理を行うものとする。 

(不正使用防止計画の進捗管理等) 

第 13 条 最高管理責任者は、不正使用防止計画の進捗管理に努め、必要な場合は、顧問弁護

士、監査法人等の専門的知識を有する者に助言を求めることができるものとする。 

2 不正使用防止計画の進捗状況その他本学における不正使用の防止に向けた取組みの状況に

ついては、ホームページ等で学内外に公表するものとする。 

第 5 章 競争的研究費等の適正な運営及び管理 

(発注及び検収業務等) 

第 14 条 研究者等は、競争的研究費等の執行状況を的確に把握するため、発注段階において

支出財源を特定して発注するものとする。また、100 万円以上の執行にあたっては、事前に

支出財源の残高を確認しなければならない。 

2 執行予定額が次の額を超える契約については、原則として、一般競争入札によるものとす

る。なお、これに係る契約手続き及び発注については、該当する事務部門が行うものとす

る。 

(1) 工事又は製造の請負     250 万円 

(2) 財産の買入れ           160 万円 

(3) 物件の借入れ        80 万円 

(4) 財産の売払い         50 万円 

(5) 物件の貸付け        30 万円 

(6) （1）から（5）に掲げるもの以外のもの  100 万円 

3 物品の購入、製造及び修理に係る契約に伴う発注及び検収業務については、次のとおりと

する。 

(1) 1 個又は 1 組の物品の金額が 10 万円未満の場合 

発注は研究者が行い、物品の検収は原則として物品検収センターでの検収とする。た

だし、物品の特性その他やむを得ない事由がある場合には、発注者と異なる当該講座等

所属の物品検収担当者が物品の検収を行うこともできる。なお、時間外納品等により一

時的に研究室で預かった物品については、受取日以降速やかに、物品検収センターで検

収を受けることを原則とする。 

(2) 1 個又は 1 組の物品の金額が 10 万円以上 100 万円未満の場合 

発注は研究者が取引業者との契約（請書）との上で行い、物品の検収は各部署におけ

る担当事務職員及び当該講座等所属の物品検収担当者が共同で行う。 

(3) 1 個又は 1 組の物品の金額が 100 万円以上の場合 

発注は、病院事務部用度課（附属さいたま医療センターにおいては、附属さいたま医

療センター事務部管理課が行う。）が取引業者と契約（契約書）の上で行い、物品の検

収は各部署における担当事務職員及び当該講座等所属の物品検収担当者が共同で行う。 

(4) 前 3 号の規定に関わらず、放射性物質や実験動物等特殊な物品に係る検収については、

それぞれ専門の部署の物品検収担当者による検収とする。 



4 業務委託に係る契約及び発注業務については、医学部(総合医学第 1 講座及び総合医学第 2

講座を除く。)にあっては大学事務部研究推進課、看護学部にあっては大学事務部看護総務

課、医学部(総合医学第 1 講座及び総合医学第 2 講座に限る。)にあってはさいたま医療セ

ンター事務部総務課が行うものとする。 

5 コンプライアンス推進責任者等は、研究者等と取引業者との癒着を防止するため、発注又

は契約を研究者が行う場合においても研究者に対し発注に係る職務権限と責任を理解させ

るものとする。また、取引業者に対しては、研究者等との取引において不正が認められた

場合には取引停止等があることを説明し、必要に応じて取引業者から不正取引防止に係る

誓約書（別記様式第 2）を提出させる等癒着防止のための措置を講ずるものとする。 

(非常勤雇用者の勤務状況等の確認) 

第 15 条 競争的研究費等により雇用する非常勤雇用者の勤務状況等の確認については、講座

等責任者及び講座等担当者が確認の上押印した出勤簿をもとに、雇用申請受入手続き等を

行う部署（医学部（総合医学第 1 講座及び総合医学第 2 講座を除く。）、大学院医学研究

科及び教育研究施設（附属病院及び附属さいたま医療センターを除く。）にあっては大学

事務部研究推進課、看護学部及び大学院看護学研究科にあっては大学事務部看護総務課、

医学部（総合医学第 1 講座及び総合医学第 2 講座に限る。）及び附属さいたま医療センタ

ーにあってはさいたま医療センター事務部総務課、附属病院にあっては関係部署の管理担

当者）が確認し、適正に管理するものとする。 

(出張の確認) 

第 16 条 研究者等の研究遂行上必要となる出張については、自治医科大学教職員旅費支給規

程（昭和 50 年 11 月 1 日制定）又は自治医科大学教員の海外出張に関する取扱規程（昭和

52 年 4 月 1 日制定）に基づき、あらかじめ旅行命令決裁権者の承認を得るものとし、旅行

後は速やかに出張報告書又は旅行の事実を証明する書類等を出張管理担当部署及び競争的

研究費等の経理処理を行う部署等に提出しなければならない。 

(経理事務) 

第 17 条 競争的研究費等に係る契約、旅費支給、給与及び謝金支給等の経理に関する取扱い

は、前 3 条に規定するもののほか、別に定めのある場合を除き、科学研究費補助金取扱要

領（平成 16 年 4 月 1 日制定）その他の本学の経理関係規程及び第 21 条に規定する手引き

等により取扱うものとする。 

(職務権限等) 

第 18 条 競争的研究費等の事務処理に関する研究者等の職務権限及び責任については、この

規程に定めるもののほか、学校法人自治医科大学事務組織規則（昭和 52 年 4 月 1 日制定）、

学校法人自治医科大学決裁規程（昭和 56 年 8 月 11 日制定）及び本学の経理関係規程によ

り取扱うものとする。 

(不正な取引を行った業者の処分) 

第 19 条 不正な取引に関与した業者については、学校法人自治医科大学物品調達要領（平成

18 年 4 月 1 日制定）第 4 条の規定に基づき、契約の解除並びに取引の停止及び中止を実施

するとともに、契約の適正な履行及び不正行為の防止のための対策を講ずるものとする。 

(執行状況の確認等) 



第 20 条 コンプライアンス推進責任者等は、適時に競争的研究費等の執行状況を確認し、著

しく執行が遅れていると認める場合には、研究者等に対し当該理由を確認の上、必要に応

じて改善を指導しなければならない。 

2 競争的研究費等の執行の遅れが研究計画の遂行上問題があると判断された場合には、コン

プライアンス推進責任者等は、資金交付元への返還等を含めた改善策を研究者等に遅滞な

く示すものとする。 

(会計ルールの明確化及び周知) 

第 21 条 研究者等が競争的研究費等の適正な執行に資するため、競争的研究費等の執行管理

に係る会計ルールを分かりやすく解説した研究費取扱いの手引きを作成し、研究者等に配

布するとともに、説明会の実施等により会計ルールの周知を図るものとする。 

(使用ルール等の理解度の確認) 

第 22 条 不正使用防止計画推進担当者は、研究者等に対し、競争的研究費等の使用ルール等

に関する理解度の調査を実施し、その結果を統括管理責任者に報告するとともに、その結

果について問題があると認めた場合には、必要な措置を講ずるものとする。 

(相談窓口) 

第 23 条 競争的研究費等に係る事務処理手続及び使用ルール等に関する研究者等からの相談

に対し、迅速かつ適切に対応するために相談を受付けるための窓口を大学事務部研究推進

課に設置するものとする。 

2 相談窓口は、競争的研究費等の運営及び管理の実態等に応じ、大学事務部研究推進課以外

にも置くことができる。 

第 6 章 監査の実施等 

(内部監査) 

第 24 条 競争的研究費等に係る内部監査は、本学全体の視点に立った検証機能を果たすため、

複数の組織から人員を確保しチームとして実施するものとする。 

2 内部監査は、次の事項に留意して実施するものとする。 

(1) 物品購入等に伴う発注及び検収の状況、謝金及び旅費の支払いに関する帳票類の記載、

機器備品の現物並びに研究の遂行の状況等について、効率的、効果的かつ多角的な観点

から監査を実施すること。 

(2) ルール違反防止のためのシステム及び業務の有効性及び効率性に着目して、業務監査

及び会計監査を実施すること。 

(3) 不正使用防止を推進するための体制について、不正使用防止計画推進担当者と連携し

て検証を行うこと。 

(4) 不正使用が発生しやすい要因に着目して監査を実施すること。 

3 内部監査部門は、内部監査の結果を最高管理責任者に報告するものとする。 

(監事監査) 

第 25 条 監事は、競争的研究費等に係る監査を実施するに当たっては、不正使用の防止に関

する内部統制の整備及び運用の状況について本学全体の観点から確認を行うものとする。 

2 前項の監査は、特に次の事項に留意して実施するものとする。 



(1) 統括管理責任者等が実施するモニタリング、内部監査等によって明らかになった不正

使用の発生要因が不正使用防止計画に反映されていること。 

(2) 不正使用防止計画が適切に実施されていること。 

3 監事は、第 1 項の監査の結果により、必要があると認めるときは、学校法人自治医科大学

企画委員会等において報告し、意見を述べることができる。 

(監査の相互連携) 

第 26 条 競争的研究費等に係る監査の実施について、内部監査部門、監事及び監査法人は、

相互に連携して、必要な情報の提供、定期的な意見交換等を行うものとする。 

第 7 章 不正使用に係る調査、処分等 

(不正使用に関する通報) 

第 27 条 競争的研究費等の不正使用（不正使用の疑いを含む。以下この条及び次条において

同じ。）が行われていると思料する者は、通報窓口に通報するものとする。 

2 前項の通報窓口は、大学事務部研究推進課に置く。 

3 通報は、電話、電子メール、書面及び面会によるものとする。 

4 通報窓口は、原則として通報した者（以下「通報者」という。）の氏名、所属、住所等並

びに研究者等の不正使用の態様及び内容が明示されたものを受付けるものとする。この場

合において、当該通報者に対してのこの規程に規定する通知は、通報窓口を通じて行うも

のとする。 

5 通報窓口は、匿名による通報があったときは、研究者等の不正使用の態様及び内容が明示

され、かつ、証拠書類等の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り、受付け

るものとする。この場合において、当該通報者に対してのこの規程に規定する通知は行わ

ないものとする。 

6 通報窓口の担当者は、書面による通報その他窓口が受付けたか否かを通報者が知り得ない

方法により通報があった場合は、通報者（匿名の通報者を除く。）に通報を受付けたこと

を通知するものとする。 

7 新聞等の報道機関等により、競争的研究費等の不正使用の疑いが指摘された場合には、通

報に準じて取扱うことができる。 

(通報の報告及び予備調査) 

第 28 条 通報窓口に不正使用に関する通報があったときは、通報窓口の担当者は統括管理責

任者に、統括管理責任者は最高管理責任者に速やかにその旨を報告しなければならない。 

2 最高管理責任者は、前項の報告に係る事案について予備調査が必要であると認めたときは、

最高管理責任者が指名する本学の教職員に予備調査を行わせることができる。 

3 前項の規定により指名された教職員は、最高管理責任者から予備調査を行うよう指示があ

ったときは、当該通報の信憑性等について調査するものとし、その結果を最高管理責任者

に報告するものとする。 

(調査の要否の決定) 

第 29 条 最高管理責任者は、前条第 1 項及び第 3 項の報告に基づき、通報の受付けから 30

日以内に通報の内容の合理性を確認の上、調査の要否を判断するとともに、当該調査の要

否を関係機関に報告するものとする。 



2 最高管理責任者は、前項の規定により調査を実施することを決定したときは、調査の開始

を通報者に通知するものとし、調査を実施しないときは、調査しない旨の理由を付して通

報者に通知するものとする。 

3 最高管理責任者は、通報がない場合であっても、内部監査等により不正使用が行われてい

ると思料される場合は、調査の実施を決定することができる。 

(調査委員会) 

第 30 条 最高管理責任者は、前条第 2 項又は第 3 項において調査の実施を決定したときは、

不正使用に係る調査委員会（以下「委員会」という。）を設置し、速やかに事実関係を調

査させなければならない。 

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 統括管理責任者 

(2) 最高管理責任者が指名する本学の教職員 

(3) 最高管理責任者が指名する、学外の弁護士、公認会計士等の専門的知識を有する者 

3 通報者及び調査対象の研究者等（以下「対象研究者等」という。）と直接の利害関係を有

する者は、委員となることができない。 

4 委員会に委員長を置き、委員の中から最高管理責任者が指名する。 

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の

職務を代理し、又は職務を行う。 

6 最高管理責任者は、第 1 項の規定により委員会を設置したときは、通報者及び対象研究者

等に、調査の対象となる事実の要旨並びに委員の氏名及び所属を通知しなければならない。 

7 前項の委員について、通報者及び対象研究者等は、通知日から 7 日以内に最高管理者に異

議申立てをすることができる。 

8 前項の異議申立てがあったときは、最高管理責任者は、内容を審査し、その内容が妥当で

あると判断した場合は、委員会の委員を変更することができる。この場合において、最高

管理責任者は、その旨を通報者及び対象研究者等に通知するものとする。当該異議申立て

を却下するときは、その旨とその理由を付して通報者及び対象研究者等に通知するものと

する。 

(守秘義務) 

第 31 条 委員会の委員その他この規程に基づき不正使用に係る調査に関係した者は、その職

務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(調査の実施) 

第 32 条 委員会は、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、不

正使用の相当額等（第 32 条第 1 項において「不正使用の有無等」という。）について調査

するものとする。 

2 委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、調査方法等について関係機関に報告

し、又は協議しなければならない。 

3 委員会は、対象研究者等に対し、関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必

要な事項を求めることができる。 



4 委員会は、関連する部署の責任者等に対し、調査協力等適切な対応を指示することができ

る。 

5 委員会は、必要に応じて、対象研究者等に対し調査対象制度の競争的研究費等の使用停止

を命ずることができる。 

6 通報によりその対応に当たる全ての者は、通報者、対象研究者等その他当該調査に協力し

た者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮しなければならない。 

(調査への協力) 

第 33 条 対象研究者等その他の関係者は、委員会による事実の究明に協力するものとし、虚

偽の申告をしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(認定) 

第 34 条 委員会は、特段の事情がない限り調査の開始後 150 日以内に、調査の結果に基づき、

不正使用の有無等について認定を行い、調査結果（認定を含む。以下同じ。）を最高管理

責任者に報告しなければならない。 

2 委員会は、認定を行うに当っては、対象研究者等に口頭又は書面による弁明の機会を与え

なければならない。 

3 最高管理責任者は、第 1 項の報告に基づき、対象研究者等に対し、調査結果を通知するも

のとする。 

(異議申立て) 

第 35 条 対象研究者等は、前条第 2 項の調査結果の通知日から 14 日以内に最高管理責任者

に異議申立てを行うことができる。 

2 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあったときは、最高管理責任者の判断により、委

員会に対し、再調査の実施を指示することができる。 

3 前項の再調査の指示があったときは、委員会は速やかに再調査を行い、その結果を最高管

理責任者に報告しなければならない。 

4 最高管理責任者は、前項の報告に基づき、異議申立てに対する決定を行い、その結果を異

議申立てを行った者及び委員会に通知するものとする。 

5 最高管理責任者は、再調査を実施しないときは、再調査をしない旨の理由を付して異議申

立てを行った者及び委員会に通知するものとする。 

6 異議申立てを行った者は、前 2 項の決定に対して、再度異議申立てをすることはできない。 

(調査結果の報告) 

第 36 条 委員会は、第 30 条の規定による調査結果の通知後、対象研究者等から異議申立て

がなく、その内容が確定したとき又は前条第 2 項による異議申立てに対し、同条第 4 項若

しくは第 5 項の決定が行われたときは、最終報告書を作成し、関連資料を添えて速やかに

最高管理責任者に提出しなければならない。 

(措置) 

第 37 条 最高管理責任者は、前条の規定による報告に基づき、その調査結果を通報者、対象

研究者等、関連する部署の責任者等に通知するとともに、関係機関に対しては、原則とし

て通報の受付けから 210 日以内に、関係者の処分、不正使用の発生要因、不正使用に関与



した者が関わる調査対象制度以外の競争的研究費等の管理監査体制の状況、再発防止対策

等必要事項を加えて報告しなければならない。 

2 最高管理責任者は、調査の過程であっても、不正使用の事実が一部でも確認された場合に

は速やかに認定し、関係機関へ報告しなければならない。 

3 前 2 項の規定のほか、最高管理責任者は、関係機関の求めに応じ、調査の終了前であって

も、調査の進捗状況及び調査の途中経過を報告しなければならない。 

4 最高管理責任者は、前 3 項の規定による報告の結果、当該関係機関から不正使用に係る競

争的研究費等の返還命令を受けたときは、対象研究者等に対し当該額の返還を求めること

ができる。 

5 第 32 条第 1 項により、不正使用があったと認められた者については、本学の関係規程に

基づき懲戒処分等を行うことができる。 

6 各部署の責任者において、管理監督の責任が十分に果たされず、結果として不正を招いた

場合には、前項に準じて取扱うものとする。 

7 不正使用があったと認められた者に関し、不正使用の内容が私的流用である等悪質性が高

い場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。 

8 最高管理責任者は、前条の規定による報告に基づき不正使用が認められなかったときは、

必要に応じて、通報者及び対象研究者等への不利益発生を防止するための措置を講ずるも

のとする。 

(調査結果の公表) 

第 38 条 最高管理責任者は、前条の規定による措置のほか、不正使用があったと認められた

ときは、合理的な理由のため不開示とする必要があると認めた場合を除き、速やかに調査

結果を学内外に公表するものとする。この場合において、公表する内容は、氏名を公表す

ることを基本とするとともに、その他の情報についても特に不開示とする必要があると認

められる場合を除き、公表するものとする。 

2 最高管理責任者は、調査事案が学外に漏洩していた場合及び社会的影響の大きい重大な事

案の場合については、必要に応じて当該調査の途中であっても中間報告として公表するこ

とができる。 

(通報者の保護) 

第 39 条 通報者は、通報及び通報に基づく調査への協力を理由として、人事、給与、研究又

は教育上のいかなる不利益な取扱いも受けない。ただし、通報に関して、通報者に、虚偽

の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的（次条において「不正の目的」とい

う。）が認められる場合は、この限りでない。 

(不正の目的による通報に対する措置) 

第 40 条 第 26 条第 3 項の予備調査、第 30 条第 1 項の調査及び第 33 条第 3 項の再調査を行

った結果、通報対象事実が認められなかった場合において、当該通報が不正の目的である

ことが認められるときは、当該不正の目的で通報を行った者に対し、第 35 条第 5 項の処分

を行うことができる。 

2 不正の目的の認定は、競争的研究費等の不正使用の認定の手続きに準じて行うものとする。 

(委員会の事務) 



第 41 条 委員会に関する事務は、各部署の協力を得て、大学事務部研究推進課において行う。 

第 8 章 その他 

(雑則) 

第 42 条 この規程に定めるもののほか、競争的研究費等の取扱いに関して必要な事項は、最

高管理責任者が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年規程第 15 号) 

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年規程第 4 号) 

この規程は、平成 31 年 1 月 30 日から施行する。 

附 則(令和元年規程第 22 号) 

この規程は、令和元年 8 月 26 日から施行する。 

附 則(令和 3 年規程第 46 号) 

この規程は、令和 3 年 11 月 25 日から施行する。 

附 則(令和 6 年規程第 29 号) 

この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

別記様式第 1(第 9 条関係) 

誓約書（研究者等） 

[別紙参照] 

別記様式第 2(第 14 条関係) 

誓約書（取引業者関係） 

[別紙参照] 


